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小
児
科
医
で
「
チ
ャ
イ
ル
ド
・
リ

サ
ー
チ
・
ネ
ッ
ト
」
所
長
の
榊
原
洋

一
さ
ん
は
、「
学
習
の
『
詰
め
込
み
』

は
学
校
嫌
い
を
ふ
や
す
」「
家
庭
の
学

習
課
題
が
増
え
、
親
も
追
い
込
ま
れ
、

親
子
関
係
が
悪
化
」
す
る
恐
れ
を
指

摘
し
て
い
ま
す
。 

 

「
ゆ
る
や
か
な
対
応
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
、
子
ど
も
の
身
体
的
、
心

理
的
な
負
担
は
相
当
大
き
く
、
学
校

嫌
い
を
ふ
や
す
」
た
め
、
今
年
の
夏

は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
「
地
獄
の

夏
に
な
る
」
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と

警
告
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
上
で
、
ゲ
ー
ム
や
生
活
リ
ズ

ム
の
乱
れ
に
焦
ら
ず
に
、「『
大
目
に

見
る
』
を
も
う
少
し
続
け
ま
し
ょ
う
。

と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。 

 

 

（
以
上
５
／
27
東
京
新
聞
よ
り
） 

な
が
り
を
実
感
で
き
る
時
間
を
確

保
」
す
る
こ
と
も
提
言
し
て
い
ま
す
。 

（
以
上
６
／
１
産
経
新
聞
よ
り
） 

 

い
よ
い
よ
、
学
校
の
全
面
再
開
が
始
ま
り
ま
す
。
授
業
時
間

確
保
や
感
染
対
策
に
追
わ
れ
る
現
場
で
す
が
、
こ
こ
に
来
て
、

発
達
研
究
の
専
門
家
、
小
児
科
医
な
ど
か
ら
、
「
授
業
優
先
で

子
ど
も
を
追
い
詰
め
る
危
険
性
」
や
「
ま
ず
は
『
ス
ト
レ
ス
軽

減
』
を
優
先
し
、
当
面
テ
ス
ト
や
ハ
ー
ド
な
部
活
な
ど
ス
ト
レ

ス
の
か
か
る
活
動
を
強
制
し
な
い
」
な
ど
の
提
言
が
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

 

市
教
委
は
５
月
校
長
会
で

教
職
員
の
時
間
外
勤
務
の
上

限
を
定
め
た
規
則
を
し
ま
し

ま
し
た
。 

規
則
で
は
、
時
間
外
勤
務
を

原
則
月
45
時
間
、
年
間
360
時

間
以
内
に
と
す
る
業
務
管
理

を
行
う
こ
と
。 

児
童
生
徒
に
関
す
る
臨
時

的
、
特
別
な
場
合
に
つ
い
て
は

月
100
時
間
、
年
間
720
時
間 

(

連
続
す
る
複
数
月
の
平
均
時

間
外
80
時
間
で
か
つ
、
超
過
勤

務
４５
時
間
超
の
月
は
年
間
６

カ
月
ま
で) 

と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

月
45
時
間
な
ら
、
平
日
の
時

間
外
勤
務(

朝
の
出
勤
か
ら
退

勤
時
間
ま
で
で)

を
平
日
だ
け

で
１
日
２
時
間
15
分
に
な
り
、

こ
れ
に
収
ま
る
よ
う
に､

委
員

会
や
管
理
職
の
責
務
が
よ
り

明
確
に
求
め
ら
れ
ま
す
。 

  

大
企
業
、
一
般
公
務
員
で
は
す
で

に
実
施
さ
れ
て
い
る
上
限
規
則
で

す
が
、
教
職
員
に
は
大
き
な
矛
盾
が

あ
り
ま
す
。 

①
違
反
し
て
も
罰
則
が
な
い 

 
 

②
組
合
・
使
用
者
の
交
渉
で
上
限
を

定
め
る
36
協
定
を
結
べ
な
い
、 

③
時
間
外
手
当
そ
の
も
の
が
支
給

さ
れ
な
い 

 

根
本
に
は
「
給
特
法
」
で
給
料
の 

４
％
の
調
整
手
当
の
み
で
、
時
間 

外
手
当
を
支
給
さ
れ
ず
、
時
間
外 

勤
務
は
な
い
も
の
と
い
う
前
提
に 

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

８
時
間
労
働
は
人
間
ら
し
い
生 

活
に
不
可
欠
で
あ
り
、
時
間
外
手 

当
は
、
使
用
者
へ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ 

ー
と
し
て
の
歯
止
め
で
す
。 

 

こ
の
矛
盾
の
ま
ま
で
は､

時
間 

外
勤
務
解
消
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。 

休
憩
時
間
、
休
日
の
確
実
な
取
得 

と
と
も
に
、
実
行
あ
る
時
間
外
勤
務

解
消
の
た
め
、
枚
方
教
組
に
加
入
し

て
一
緒
に
力
を
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

対
市
交
渉 

1

3 

1

7 

「
大
目
に
見
る
」
を
も
う
少
し

続
け
ま
し
ょ
う 

性
」
が
あ
り
、
家
庭
の
経
済
状
況

の
悪
化
、
医
療
関
係
者
の
子
ど

も
等
は
さ
ら
に
影
響
が
大
き
い

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

 

不
登
校
や
い
じ
め
に
つ
い
て

研
究
す
る
公
益
社
団
法
人
「
子
ど

も
の
発
達
科
学
研
究
所
」
（
大
阪

市
）
は
教
育
関
係
者
に
対
し
、「
学

習
に
戻
る
準
備
期
間
と
し
て
、
ま

ず
は
ス
ト
レ
ス
の
軽
減
を
第
一

の
目
的
に
し
て
」
と
訴
え
て
い
ま

す
。 「

た
と
え
表
面
上
、
元
気
に
見

え
た
と
し
て
も
、
全
て
の
子
ど
も

が
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
」
と
し
て
、
５
月
14

日
に
公
表
し
た
「
学
校
再
開
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
な
か
で
、
教
育

関
係
者
が
配
慮
す
べ
き
事
項
を

ま
と
め
て
い
ま
す
。 

長
期
の
休
校
に
よ
る
、
友
だ
ち

や
先
生
に
会
え
な
く
な
る
こ
と

は
大
き
な
ス
ト
レ
ス
と
な
る
一

方
、
子
ど
も
た
ち
は
気
持
ち
も
う

ま
く
表
現
で
き
ず
、
解
消
法
も
知

ら
な
い
。 

「
そ
の
た
め
、
ニ
コ
ニ
コ
し
て

い
て
も
抑
鬱
状
態
に
な
る
可
能

『
学
校
再
開
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
』で
ス
ト
レ
ス
軽
減
を 

不
登
校
、
い
じ
め
、
暴
力

行
為
に
発
展
す
る
リ
ス
ク 

こ
の
よ
う
な
状
態
を
引
き
ず

る
中
で
、
不
登
校
、
い
じ
め
、
暴

力
行
為
へ
発
展
す
る
リ
ス
ク
に

つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
り
、「
子

ど
も
に
会
わ
せ
た
柔
軟
な
日
課

や
活
動
」
「
子
ど
も
同
士(

先
生

も
含
め)
が
遊
ん
だ
り
し
て
つ

学校再開へのメッセージ 
～子どもたちのメンタルヘルスを守るために～ 

  （５/14 子どもの発達科学研究所） 

(抜粋) 

◆ 子どもたちのストレスの軽減を第一の目的 

としてください。 

◆ 子どもにストレスのかかる活動の強制は避 

けてください。 

◆ 子どもたちの状況に合わせて柔軟に日課、活 

動を変更してください。 

◆ 学校でのつながりを実感させるための時間 

を確保してください。 

◆ 何が起こっているのか事実を伝え、子ども自 

身が自分の身を守る方法を示して下さい。 

◆ 今の頑張り、状況を認める言葉がけを多くし 

てください。(「頑張れ」より「頑張っている 

ね「それでいいんだよなど肯定的な言葉かけ」 

◆ 何よりも先生たちが機嫌良く、 

安定した態度で子どもたちに 

臨んでください。 

「学校再開のメッセージ」全文⇒ 

 

時
間
外
勤
務
は 

月
45
時
間
、
年
360
時
間
に
!? 

学校再開に専門家からの提言 

子
ど
も
の
抱
え
る
大
き

な
ス
ト
レ
ス
へ
の
視
点
を 

先進校平均の少人数学級を 
小規模校では､分散登校不要も 

 どの学校も分散登校で、ダブルの授業に

その間の消毒作業、下校指導と、昼食をと

る余裕すらない実態が聴かれます。 

 しかし、市内のいくつかの小規模校で

は、単クラスで 20 人程度の学級のため

に、分散登校が不要で、学校は半日で終え

ることができています。 

 「まなびの保障」と感染対策を両立させ

るために、先進国平均の少人数学級がま

すます重要です。 

 しかし市教委は、多くの反対や疑問で

棚上げになっている 11 校の小中学校統

合計画の再開する方針です。 

 大規模校、過密校のコロナ対策の負担

や課題解決こそ優先して、20人程度の少

人数学級実現のために踏み出すことが求

められます。 

枚
方
市
・勤
務
時
間
の
上
限
を
規
則
化 

 

問
わ
れ
る､

市
教
委
・管
理
職
の
責
務 

矛
盾
の
あ
る
上
限
、 

 

実
効
あ
る
対
策
を 


